
長野県（農政部）プレスリリース 平成23年（2011 年）６月30日

県内の大麦主産地２カ所で採取した麦を検査したところ、いずれの検体からも放射性ヨウ素

及び放射性セシウムは検出されず、安全性が確認できました。

この検査は、農林水産省の協力を得て実施しました。

１ 検査結果

放射性セシウム
検 体 地 域 採取場所

放射性ヨウ素

（I-131） Cs-134 Cs-137

採取

年月日

南 信 駒ヶ根市 不検出 不検出 不検出

大 麦

北 信 千曲市 不検出 不検出 不検出

H23.6.28

定量下限値より低い場合は、精度が十分でないため「不検出」とされます。なお、放射性セシウムの定

量下限値は、おおむね5 Bq/kgですが、検体毎に変動します。

検査日：平成23年 6月 29日 検査機関：（財）日本食品分析センター

【暫定規制値】

穀類 放射性ヨウ素：設定なし 放射性セシウム：500Bq/kg

２ 麦類の検査について

農林水産省は、麦の出穂・開花期に空間放射線量が0.1μSv/hを超えた市町村が存する県に対し、

検査の実施を要請しております。長野県はこれに該当しませんが、安全性を確認するため、今回、

大麦の主産地を対象に検査を実施しました。

なお、小麦の検査は、主産地の東信と中信を対象に、収穫期の７月中旬に行う予定です。

○ 農作物の生産に関するご相談は、引き続き、別紙の相談窓口で受け付けます。

定量下限値（Bq/kg） 20 3.2～3.5 3.1～3.3

県内産麦の放射性物質の分析結果について
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【別紙】

○ 農産物の生産等に関する相談窓口
【平日：午前８時30分から午後５時15分まで】

相談窓口 電話番号

農政部 農業技術課 ０２６－２３５－７２２０

佐久農業改良普及センター ０２６７－６３－３１６７

上小農業改良普及センター ０２６８－２５－７１５７

諏訪農業改良普及センター ０２６６－５７－２９３２

上伊那農業改良普及センター ０２６５－７６－６８４２

下伊那農業改良普及センター ０２６５－５３－０４３６

木曽農業改良普及センター ０２６４－２５－２２３０

松本農業改良普及センター ０２６３－４０－１９４７

北安曇農業改良普及センター ０２６１－２３－６５４３

長野農業改良普及センター ０２６－２３４－９５３４

北信農業改良普及センター ０２６９－２３－０２２１


